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【通所介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型通所介護、認知症

対応型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設】 

○ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について 

問 34 ＬＩＦＥを用いた Barthel Indexの提出は、合計値でよいのか。 

（答） 

令和３年度にＡＤＬ維持等加算を算定する場合に、ＬＩＦＥを用いて提出する Barthel 

Indexは合計値でよいが、令和４年度以降にＡＤＬ維持等加算を算定することを目的とし

て、Barthel Indexを提出する場合は、項目ごとの値を提出する必要がある。 

 

問 35 事業所又は施設において、評価対象利用期間が６月を超えるとは、どのような意

味か。 

（答） 

サービスの利用に当たり、６月以上のサービス提供に係る計画を策定し、支援を行って

いた場合において、計画期間の途中で当該サービスを利用していない月があったとして

も、当該月を除いて６月以上利用していれば評価対象者に含まれる。 

 

問 36 これまでＡＤＬ維持等加算を算定していなかった事業所又は施設が、令和３年度

又は令和４年度に新たに算定をしようとする場合の届出は、どのように行うのか。 

（答） 

・ 令和３年度に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月の前月

までに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」

について、「２ あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しようとす

る月の末日までに、ＬＩＦＥ上でＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請

求届出を行うこと。 

 

・ 令和４年度以降に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月の

前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有

無」について、「２ あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しよう

とする月の末日までに、ＬＩＦＥ上でＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認し、加算

の請求届出を行うこと。 

 

・ なお、「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、「２ あり」と届け出たが、ＬＩ

ＦＥでの確認の結果、ＡＤＬ利得に係る基準を満たさなかった場合に、今後、ＡＤＬ維持

等加算を算定する意思がなければ、「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、届出

を「１ なし」に変更すること。  
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問 37 これまでは、初めてＡＤＬ維持等加算を算定しようとする事業所は、前年度に「Ａ

ＤＬ維持等加算［申出］の有無」の届出を指定権者に届け出る必要があったが、これに

変更はあるのか。 

（答） 

令和３年度については、算定を開始しようとする月の前月までに申出を行うこと。令

和４年度以降に算定を開始しようとする場合は、当該算定を開始しようとする月の前年

同月に届出を行うこと。 

 

問 38 これまでＡＤＬ維持等加算の算定事業所は、国保連合会からの審査結果を踏まえ

て決定されていたが、このフローはどうなるのか。 

（答） 

各事業者がＬＩＦＥを用いてＡＤＬ利得が基準を満たすかどうかを確認するため、従

来のような国保連合会からの審査結果は送付されない。 

 

問 39 これまでは評価対象利用開始月と、当該月から起算して６月目の値で評価してい

たが、今回の改正で評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目となったのは、後の

月が１月ずれたということか。 

（答） 

貴見のとおり。 

 

問 40 令和２年度のＡＤＬ値を遡って入力する際に、過去分のＡＤＬ値については評価

者がリハビリ担当者や介護職であり、一定の研修を受けていないが問題ないか。 

（答） 

令和２年度分のＡＤＬ値については、適切に評価されていると事業所又は施設が考え

る値であれば問題ない。令和３年度以降のＡＤＬ値は、一定の研修を受けた者が測定する

ものとする。 

 

問 41 同一施設内で予防サービスも行っている。要支援から要介護になった方の評価期

間はどうなるのか。 

（答） 

要支援から要介護になった方については、要介護になった初月が評価対象利用開始月

となる。 
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問 42 指定権者で「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居宅サービス・施設サー

ビス・居宅介護支援）」をどのように記載すればよいか。 

（答） 

ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しようとする事業所又は施設は、介護給付費算

定に係る体制等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」を「２ あり」、「ＡＤ

Ｌ維持等加算Ⅲ」を「１ なし」とする。 

 

○ ＡＤＬ維持等加算(Ⅲ)について 

問 43 令和４年度もＡＤＬ維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費

算定に係る体制等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」が「２ あり」、

「ＡＤＬ維持等加算Ⅲ」が「２ あり」という記載することで良いか。 

（答） 

貴見のとおり。 
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○ 看護職員と機能訓練指導員の兼務 

問 45 通所介護等事業所において配置が義務づけられている看護職員は、機能訓練指導

員を兼ねることができるか。 

（答） 

 ① 指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所（定員が 11名以上である事

業所に限る）における取扱い 

－ 看護職員の配置基準は、指定通所介護（指定地域密着型通所介護）の単位ごとに、

専ら当該指定通所介護（指定地域密着型通所介護）の提供に当たる看護職員が１以上

確保されるために必要と認められる数を置くべきと定められている。 

－ 機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所（指定地域密着型通所介護事業

所）ごとに１以上と定められている。 

看護職員、機能訓練指導員とも配置時間に関する規定はないことから、看護職員とし

ての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することは差

し支えない。 

 

② 指定地域密着型通所介護事業所(定員が 10名以下である事業所に限る)における取扱

い 

  － 看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、指定地域密

着型通所介護の単位ごとに、指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に、専ら

指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が勤務している時間

数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認め

られる数を置くべきと定められている。 

－ 機能訓練指導員の配置基準は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに１以上と定

められている。 

看護職員又は介護職員に係る配置基準を、看護職員により満たしている事業所にあ

っては、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員とし

て勤務することは差し支えない。（機能訓練指導員として勤務している時間数は、専ら

指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。） 

 

 ③ 認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型事業所に限る。）及び介護予防認知症

対応型通所介護事業所（単独型・併設型事業所に限る。）における取扱い 

－ 看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、以下のａ及

びｂを満たす必要があるとされている。 

ａ 指定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）の単位ごとに、

指定認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員を１以上配置 

ｂ 指定認知症対応型通所介護（指定認知症対応型通所介護）を提供している時間帯
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に、専ら指定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）の提供

に当たる看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数

で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数を配置 

－ 機能訓練指導員の配置基準は、指定認知症対応型通所介護事業所（指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所）ごとに１以上と定められている。 

看護職員又は介護職員に係る配置基準を、看護職員により満たしている事業所にあ

っては、 

－ ａの場合は、看護職員、機能訓練指導員とも配置時間に関する規定はないことから、

看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤

務することは差し支えない。 

－ ｂの場合は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指

導員として勤務することは差し支えない。（機能訓練指導員として勤務している時間

数は、専ら指定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）の提供

に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。） 

 

なお、①②③いずれの場合においても、都道府県・市町村においては、看護職員として

の業務と機能訓練指導員の業務のいずれも行う職員が、本来の業務である利用者の健康

管理や観察を行いつつ、機能訓練指導員の業務をなし得るのかについて、事業所ごとにそ

の実態を十分に確認することが必要である。 
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○ 管理者と機能訓練指導員の兼務 

問 46 通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員

を兼ねることができるか。 

（答） 

・ 管理者の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置くこと（ただし、指定通所介護等事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所

介護等事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従

事することができる。）となっている。また、機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介

護等事業所ごとに１以上と定められている。 

 

・ このため、通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、指定通所介

護等事業所の管理上支障がない場合、管理者としての職務に加えて、機能訓練指導員の職

務に従事することが可能である。 
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【通所介護、地域密着型通所介護】 

○ （地域密着型）通所介護と第一号通所事業が一体的に行われている場合 

問 47 （地域密着型）通所介護と第一号通所事業（指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 37号）第 93条第１項第３号に規定する第一

号通所事業をいう。以下同じ。）を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに

利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、

利用者の数が利用定員を超える場合（いわゆる定員超過減算）については、どのように取り

扱うべきか。 

（答） 

  （地域密着型）通所介護と第一号通所事業が一体的に行われている事業所にあっては、

（地域密着型）通所介護の利用者と第一号通所事業の利用者との合算により利用定員を

定めるものである。従って、例えば利用定員が 20人の事業所にあっては、通所介護の利

用者と第一号通所事業の利用者の合計が 20人を超えた場合に、通所介護事業と第一号通

所事業それぞれについて定員超過減算が適用される。 

 

※ 平成 18年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）（平成 18年３月 22日）問 39は削除する。 

 

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イの人員配置要件 

問 48 個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を１名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるの

か。 

（答） 

  個別機能訓練加算(Ⅰ)イに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の定め

はないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、

利用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりする必要が

あることから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏まえて配置

すること。なお、当該機能訓練指導員は専従で配置することが必要であるが、常勤・非常

勤の別は問わない。 

 

※ 平成 18年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.３）（平成 18年４月 21日）問 15について、対象

から通所介護及び地域密着型通所介護を除くものとする。 

※ 平成 24 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）（平成 24 年３月 16 日）問 67、問

68、平成 24 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.２）（平成 24 年３月 30 日）問 13、

平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）（平成 27年４月１日）問 44は削除す

る。  



30 

 

 

 

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件 

問 49 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置することとなっているため、

合計で２名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。 

（答） 

  貴見のとおり。 

 

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件 

問 50 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置することとなっているが、専

ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名しか確保できない日がある場

合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定しても

よいか。 

（答） 

  差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上

配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療

法士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置している場合では、個別機能訓練の

実施体制に差が生じるものであることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制につ

いて、利用者にあらかじめ説明しておく必要がある。 
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○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件 

問 51 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練計画を作成するにあた

り、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなってい

るが、利用者の居宅を訪問している時間については、人員配置基準上、確保すべき勤務

延時間数に含めることとしてもよいか。 

（答） 

・ 機能訓練指導員については、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの場合のみ、サービス提供時間帯

を通じて専従での配置を求めているが、利用者の居宅を訪問している時間については、個

別機能訓練の実施に支障がない範囲においては、配置されているものとみなして差し支

えない。（なお、個別機能訓練加算(Ⅰ)イについては、配置時間の定めはない。） 

 

・ 生活相談員については、個別機能訓練加算にかかるものか否かを問わず、「利用者宅を

訪問し、在宅での生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための

時間」は確保すべき勤務延時間数に含めることができることとなっている。 

 

・ なお、介護職員については、利用者の居宅を訪問している時間については、確保すべき

勤務延時間数に含めることができず、看護職員については、利用者の居宅を訪問する看護

職員とは別に看護職員が確保されていない場合においては、利用者の居宅を訪問する看

護職員は、利用者の居宅を訪問している時間帯を通じて同加算を算定する事業所と密接

かつ適切な連携を図る必要がある。 

 

※ 平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）（平成 27年４月１日）問 48は削除

する。 
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○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件 

問 52 個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を１名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおい

ては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置することに

加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を

通じて１名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は病院、診療所、

訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。 

（答） 

  個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も、当該加算を算定する事業

所に理学療法士等を配置する必要があることから、事業所以外の機関との連携により確

保することは認められない。 

 

※ 平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）（平成 27年４月１日）問 41は削除

する。 

 

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件 

問 53 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療

法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法

士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置することとなっているが、個別機能訓練

加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で２名以上の理学療法士等を配置している時間帯

において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。 

（答） 

  貴見のとおり。例えばサービス提供時間が９時から 17時である通所介護等事業所にお

いて、 

 － ９時から 12時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置 

 － ９時から 17時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置 

 した場合、９時から 12時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に対

してのみ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することができる。（12 時以降 17 時までに当

該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ

を算定することができる。） 
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○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと第一号通所事業の運動器機能向上加算との関係 

問 54 第一号通所事業と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算(Ⅰ)

イ又はロを算定するために配置された機能訓練指導員が、第一号通所事業の運動器機

能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。 

（答） 

  通所介護の個別機能訓練の提供及び第一号通所事業の運動器機能向上サービスの提供、

それぞれに支障のない範囲で兼務することが可能である。 

 

※ 平成 24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）（平成 24年３月 16日）問 69は削

除する。 

 

  



34 

 

 

 

○ 機能訓練指導員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合

の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定 

問 55 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事す

る理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護事業所（地域密着型通所介護事業

所）において配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導員

の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。 

（答） 

・ 機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所（指定地域密着型通所介護事業所）

ごとに１以上とされている。この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練

指導員の職務に従事する理学療法士等」である場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要

件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従

事する理学療法士等を１名以上配置」を満たすものとして差し支えない。 

 

・ また、この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事

する理学療法士等」であって「サービス提供時間帯を通じて」配置されている場合にあっ

ては個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件である「専ら機能訓練指導員の職務に従事する

理学療法士等をサービス提供時間帯通じて１名以上配置」を満たすものとして差し支え

ない。 

 

・ このため、具体的には以下①②のとおりとなる。 

 ① 機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が、「専ら機能訓練指導

員の職務に従事する理学療法士等」である場合 

  － 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配

置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」で

あることから、これに加えて「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」

を配置することなく、同加算の人員配置に係る要件を満たすことが可能である。 

  － 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配

置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」で

あることから、これに加えて「サービス提供時間帯を通じて専ら機能訓練指導員の職

務に従事する理学療法士等」を配置すれば、同加算の人員配置に係る要件を満たすこ

とが可能である。 

 ② 機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が、「専ら機能訓練指導

員の職務に従事する理学療法士等」であって、サービス提供時間帯を通じて配置される

場合 

  － 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配

置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」で
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あることから、これに加えて「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」

を配置することなく、同加算の人員配置に係る要件を満たすことが可能である。 

  － 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配

置された機能訓練指導員が、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」

であって、サービス提供時間帯を通じて配置されていることから、これに加えて「専

ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」を配置すれば、同加算の人員配置

に係る要件を満たすことが可能である。 
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○ 看護職員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別

機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定 

問 56 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事す

る理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護（地域密着型通所介護）事業所に配

置が義務づけられている看護職員がこれを兼ねることは可能か。 

（答） 

 ① 指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所（定員が 11名以上である事

業所に限る）における取扱い 

この場合、看護職員の配置基準は、指定通所介護（指定地域密着型通所介護）の単位

ごとに、専ら当該指定通所介護（地域密着型通所介護）の提供に当たる看護職員が１以

上確保されるために必要と認められる数を置くべきと定められており、配置時間に関

する規定はないことから、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、個

別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである

「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支

えない。 

 

② 指定地域密着型通所介護事業所(定員が 10名以下である事業所に限る)における取扱

い 

   この場合、看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、指定

地域密着型通所介護の単位ごとに、指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に、

専ら指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が勤務している時

間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認め

られる数を置くべきとされている。この配置基準を看護職員により満たしている事業

所にあっても、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、個別機能訓練

加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能

訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支えない。（「専

ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務している時間数は、専ら

指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。） 

 

なお、①②いずれの場合においても、都道府県・市町村においては、看護職員としての

業務と専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等としての業務のいずれも行う

職員が、本来の業務である利用者の健康管理や観察を行いつつ、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ

又はロの要件を満たすような業務をなし得るのかについて、加算算定事業所ごとにその

実態を十分に確認することが必要である。 

 

※ 平成 24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）（平成 24年３月 16日）問 72は削
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除する。 
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○ 看護職員かつ機能訓練指導員である者が、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定 

問 57 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事す

る理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護（地域密着型通所介護）事業所に配

置が義務づけられている看護職員かつ機能訓練指導員である者がこれを兼ねることは

可能か。 

（答） 

  問 45（看護職員と機能訓練指導員の兼務）、問 55（機能訓練指導員が専ら機能訓練指導

員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算

定）、問 56（看護職員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場

合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定）によれば、以下のとおりの解釈となる。 

 

① 指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所（定員が 11 名以上である事

業所に限る）における取扱い 

看護職員としての業務に従事していない時間帯において、配置が義務づけられてい

る機能訓練指導員かつ個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ

の算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として

勤務することは差し支えない。 

② 指定地域密着型通所介護事業所(定員が 10名以下である事業所に限る)における取扱

い 

看護職員又は介護職員に係る配置基準を、看護職員により満たしている事業所にあ

っては、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、配置が義務づけられ

ている機能訓練指導員かつ個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算

(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」

として勤務することは差し支えない。（配置が義務づけられている機能訓練指導員かつ

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等として勤務している時間数は、専

ら指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。） 
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○ 管理者が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機

能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定 

問 58 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事す

る理学療法士等を配置する必要があるが、指定通所介護（指定地域密着型通所介護）事

業所に配置が義務づけられている管理者がこれを兼ねることは可能か。 

（答） 

・ 管理者の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置くこと（ただし、指定通所介護等事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所

介護等事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従

事することができる。）とされている。 

 

・ 一方で、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおける人員配置基準は、専ら機能訓練指導員

の職務に従事する理学療法士等を配置することを求めるものであることから、指定通所

介護等事業所に配置が義務づけられている管理者が、管理者としての職務に加えて、機能

訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼ねることにより、同基準を満たすことは

できないものである。 

 

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと中重度者ケア体制加算を併算定する場合の取扱い 

問 59 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事す

る理学療法士等を配置する必要があるが、中重度者ケア体制加算を算定する場合に配

置が必要となる看護職員がこれを兼ねることは可能か。 

（答） 

中重度者ケア体制加算を算定するにあたっての人員配置に係る要件は、 

ａ 通所介護等事業所に配置が必要とされる看護職員又は看護職員の数に加え、看護職

員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。 

ｂ 指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら当該通所介護等の提供に当たる看護職

員を１名以上配置していること。 

としており、これに照らせば、ａにより配置された看護職員にあっては、中重度者ケア体

制加算の算定に係る看護職員としての業務に従事していない時間帯において、個別機能

訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機

能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支えない。ｂに

より配置された看護職員は、「指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら通所介護等の

提供に当たる看護職員」である必要があることから、同一営業日において「専ら機能訓練

指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することはできない。 
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○ 宿泊サービスを長期に利用している者に係る個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定 

問 60 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、個別機能訓練計画を作成するにあた

り、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなってい

るが、通所介護等事業所において、長期にわたり、いわゆる「宿泊サービス」を利用し

ている利用者に関しては、どのように対応すればよいか。 

（答） 

  個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロは、利用者ごとに心身の状態や居宅の環境をふまえた

個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき機能訓練を行うことで、利用者の生活機能

の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けるこ

とを目指すために設けているものである。このため、いわゆる「宿泊サービス」を長期に

わたって利用しており、居宅で生活していない利用者に対して、同加算を算定することは

基本的には想定されないが、例えば、今後宿泊サービスの利用を終了し居宅での生活を再

開する予定である利用者について、利用者とともに居宅を訪問し、居宅での生活にあたっ

ての意向等を確認した上で、居宅での生活再開に向けた個別機能訓練を実施する等の場

合にあっては、同加算の算定も想定されうるものである。 

 

※ 平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）（平成 27年４月１日）問 47は削除

する。 
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○ 曜日により個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロの算定が異なる場合 

問 61 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロについては、例えば特定の曜日だけ当該加算の人

員配置要件を満たしている場合においては、その曜日において理学療法士等から直接

訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となることとしているが、曜日

によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあって

は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要

する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関

する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防

支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の

額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意

点について」（平成 12年３月８日老企第 41号）に定める「介護給付費算定に係る体制

等状況一覧表（居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援）」等はどのように記載さ

せればよいか。 

（答） 

曜日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあ

っては、「加算Ⅰロ」と記載させることとする。（「加算Ⅰロ」と記載した場合であっても、

個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定に必要な人員配置要件のみを満たしている曜日において

は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することは可能である。） 
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○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたっての個別機能訓練計画の作成 

問 62 令和３年３月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算

(Ⅱ)を算定している利用者についても、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するに

あたり、再度、利用者の居宅での生活状況の確認等を行い、多職種協働で個別機能訓練

計画を作成する必要があるのか。 

（答） 

  令和３年３月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)と

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロでは、加算創設の目的が異なることから、令和３年３月サ

ービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定していた利用

者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロが目的とする「生活機能の維持・向上を図

り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けること」を達成するた

め、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的

な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日老認発 0316

第３号・老老発 0316 第２号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健

課長連名通知）を参照し、個別機能訓練計画の見直しを行う必要がある。なお、見直しに

あたっては、令和３年３月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練

加算(Ⅱ)算定時のモニタリング等により、直近の利用者の居宅での生活状況が把握でき

ている場合は、必ずしも利用者の居宅を訪問する必要はない。 

 

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練項目① 

問 63 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用

者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に

当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっている

が、どのくらいの種類の訓練項目を準備しておくことが必要なのか。 

（答） 

  複数の種類の訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職員から助言

等を受けながら、利用者が主体的に訓練項目を選択することによって、生活意欲が増進さ

れ、機能訓練の効果が増大することである。よって、仮に訓練項目の種類が少なくても、

目的に沿った効果が期待できるときは、同加算の算定要件を満たすものである。 

 

※ 平成 24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）（平成 24年３月 16日）問 70は削

除する。 
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○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練項目② 

問 64 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用

者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に

当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっている

が、類似する訓練項目を準備した場合でも、複数の種類の訓練項目と認められるのか。 

（答） 

  類似する訓練項目であっても、利用者によって、当該訓練項目を実施することで達成す

べき目標が異なる場合もあることから、利用者が主体的に訓練項目を選択することによ

って、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大することが見込まれる限り、準備され

た訓練項目が類似していることをもって、同加算の算定要件を満たさないものとはなら

ない。こうした場合、当該事業所の機能訓練に対する取組み及びサービス提供の実態等を

総合的に勘案して判断されるものである。 

 

※ 平成 24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）（平成 24年３月 16日）問 71は削

除する。 

 

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練時間 

問 65 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロに係る個別機能訓練時間については、個別機能訓

練計画に定めた訓練項目の実施に必要な１回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定す

ることとなっているが、具体的な目安はあるのか。 

（答） 

  １回あたりの訓練時間は、利用者のニーズや心身の状態等を踏まえて設定された個別

機能訓練計画の目標等を勘案し、必要な時間数を確保するものである。例えば「自宅でご

飯を食べたい」という目標を設定した場合の訓練内容は、配膳等の準備、箸（スプーン、

フォーク）使い、下膳等の後始末等の食事に関する一連の行為の全部又は一部を実践的か

つ反復的に行う訓練が想定される。これらの訓練内容を踏まえて利用日当日の訓練時間

を適正に設定するものであり、訓練の目的・趣旨を損なうような著しく短時間の訓練は好

ましくない。なお、訓練時間については、利用者の状態の変化や目標の達成度等を踏まえ、

必要に応じて適宜見直し・変更されるべきものである。 

 

※ 平成 24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）（平成 24年３月 16日）問 66は削

除する。 

 

  


